
　 その他や を得ない によって、 告書の 出期 までに 告・ 付 できないとき
は、受贈者の住 地の に することにより、その やんだ ら 内
に り、 告・ 付の期 されます。

110 た

の の 用財産

贈与 の 告 に、贈与を受けた財 によ を受けた場合で、 の のい れ に

当するときは、贈与 額の計 に けるその財産の価額は、 を受けた の価額を 除した価額と

すること できます。

1 贈与 の 価 の計 の とな 財産の価額の の る 0

2
産 ）、 産

） （ 」といいます。）

の の 等 等の
（注）の する年（その特 生 ら贈与 の 告書の 出

、その 年。 。）の らその特

生 の ま に贈与を受けた財産でその特 生 に いて していたものの

、 の る特 又は特 ある場合には、贈与 額の計 に けるそれらの価

は、

額

その特 生 に係る特 の の価額とすること できます。

とは の た
し た い と の

）

、

に （ 価 ます。） 上 る

の の

特 生 の する年の ら まで 贈与を受け、上記 適用を受

けること できる の贈与 の 告書の 特 （特 に係る

により れた 告に と特 生 の ら を する とのい

れ い をいいます。）の ある場合には、その贈与 の 告書の 出 は、その特

となります。

取 、 又は
す

はありません 、 の（ ）の期 の適用を受
けること できます。

の の 要等

、 の の 、 の の の 要等 、 し
、 載 記の

・ の 分 利 の ・ の
・ の 分 の た の の
・ の 分の た の の の
・ の 用 の の の

注

な 、この特例（ 特別 の ）の適用を受ける場合は、その「取得した財産の明細」

欄の「 場 等」に「 の 適用」と付記してください。

の 用 産 の の の 用 の
用 の

　 の「 の事業用資産についての贈与 の 及び 除」の適用を受ける特例事業受贈

者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け

た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）であ

る 定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

の の 細
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